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西神楽支所からのお知らせ
西神楽まちづくり推進協議会
西神楽地区防災会議

モルックの審判
を務める

西神楽中の生徒

フォトブースで、
あさっぴー

ゆっきりんとの
ふれあい

令和7年度も西神楽では健康づくりや交通安全、防災のイベ
ントが実施されました。

9月27日土曜日午後、西神楽市民交流センターでまち協実行
委員会、食生活改善推進員、旭川市健康推進課が協力して、　　　
「西神楽ヘルシーフェスタ」を開催しました。

子どもから高齢者までが、モルックや健康ブースで楽しく運
動し、健康について学びました。

旭川市立大学生
の健康講話で
ストレッチ

9月27日土曜日午前、農協西神楽
支店前で「交通安全　旗波作戦！」
を実施しました。

旭川東警察署西神楽駐在所、西神楽
交通安全協会、地域の市民委員会、
町内会員、西神楽小中学校などが参
加して通行車両に交通安全を呼びか
けました。

西神楽イコロの
キッズコーナーで
楽しくレクリエー

ション



11月9日日曜日、西神楽の豊かな自然と共存し、地域の安全な生活を
確保するため、西神楽地域の消防団や防災会議会員、市民委員会等が参
加し、 土のうを作製して、備蓄場所へ運搬しました。

西神楽では瑞穂会館、消防団第13分団詰所、消防団第14分団詰所、　
聖和十区会館、消防団第15分団詰所（千代ヶ岡）、西神楽公民館就実
分館に備蓄しています。

西神楽市民交流センター
を避難所として、旭川市
防災課の指導のもと、避
難所運営の流れを確認し
ました。

避難所生活にはとても
重要な、非常用トイレ
の確認を行いました。

参加者を避難者に見立てて、　　　　　　　　　　

名簿班⇒避難者受付と一般避難者と要配慮者の振り　　　
分け、避難エリア分けと誘導、

総務班⇒市対策本部への報告と物資の要請

生活班⇒テント、段ボールベッド、非常用トイレの
設置の指導

食料班⇒非常食の配布

を実施しました。

土のうとは

土や砂を入れた袋のことで、　
水害の時に積み重ねて水を
せき止めるために使われる
防災資材です。

　11月8日土曜日、美瑛川の越水を想定して、西神楽地区防災会議が地域防災の自主運営組織として避難
所開設の模擬訓練を実施しました。

●町内会の皆様 回覧をお願いします。

令和7年度の
防災事業


